
自分の健診
結果から
生活を見直し、
健康を守りましょう

　
特
定
健
診
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加

入
さ
れ
て
い
る
40
歳
～
74
歳
ま
で
の
人

が
対
象
で
、
受
診
率
60
％
以
上
を
め
ざ

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
健
診
は
、
検
査
結
果
と
自
分
の

生
活
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
と
、
必
要

に
応
じ
て
生
活
習
慣
病
予
防
や
脳
、
心

臓
、
腎
臓
の
疾
患
の
重
症
化
予
防
の
た

め
に
、
生
活
習
慣
の
改
善
や
受
診
治
療

を
行
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

平
成
27
年
度
の
特
定
健
診
の
結
果
か

ら
、
治
療
中
以
外
の
人
で
も
生
活
習
慣

病
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

生
活
習
慣
病
は
自
覚
症
状
が
な
い
た

め
、
気
づ
き
に
く
い
病
気
で
す
。
治
療

が
必
要
な
人
は
担
当
医
に
相
談
し
た
り
、

生
活
習
慣
を
見
直
し
た
り
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。

◎ 

治
療
し
て
い
な
い
病
気
が

　

�

健
診
で
発
見
さ
れ
ま
し
た

　
（
平
成
27
年
度
多
久
市
特
定
健
診
結
果
か
ら
）
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特定健診から
わかる自分の
からだの状態。
健診を賢く

活用しましょう。

治療中
の病気

健診で
見つかった
病気

704人の
高血圧または脂質異常症

治療中の人から

55人（約８%）
糖尿病

が見つかりました

263人の
糖尿病または脂質異常症

治療中の人から

46人（約18%）
高血圧

が見つかりました

612人の
高血圧または糖尿病
治療中の人から

128人（約20%）
高LDL血症
が見つかりました
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平
成
28
年
中
に
納
付
さ
れ
た
国
民
健
康
保
険
税
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
金

額
を
証
明
す
る
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。
こ
れ
は
確
定
申
告
等
で
使
用
す
る
も
の
で
す
。

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
納
付
済
額
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。

　 １ 月中旬～下旬に国民健康保険・後期高齢者医療保
険の加入世帯の納税義務者（後期高齢者医療保険につ
いては被保険者本人）宛てに、はがきで納付済額通知
書を送付します。
※ ただし、事前に申請し交付を受けている人と、年金

から天引きされて保険税（料）を納めている人には
送付されません。

　 年金天引きの人は、日本年金機構から送付される「公
的年金の源泉徴収票」にすでに記載されています。

　届いたはがきは、 2 月～ ３ 月の確定申告の際に申告窓口で提出するようにな
りますので、大切に保管してください。

平成2８年の 1 月～12月中に納付した国民健康保険税と後期
高齢者医療保険料は、全額が所得税と市県民税の社会保険料
控除の対象となります。

※納税義務者（後期高齢者医療保険は被保険者本人）と別世帯の人
が申請に来られる場合は、身分証明証とあわせて納税義務者
からの委任状が必要となります。必ずご持参ください。

　お急ぎの人は、市役所１階保険年金係の窓口で直接、交付申請をすること
ができます。申請に来られる人の身分証明書（運転免許証等）が必要です。


